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令和８年度西原町公式LINE機能拡張システム導入・運用支援業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

本実施要領は、「西原町公式LINE機能拡張システム導入・運用支援業務」を委託する事業者

の選定にあたり、公募型プロポーザル方式により企画提案等を求め、その内容及び能力を

総合的に比較検討し、最も適格と判断される事業者を選定する手続きを定めることとす

る。 

 

２．業務概要 

(１) 業務名 

令和８年度西原町公式LINE機能拡張システム導入・運用支援業務 

（LINEを活⽤した情報提供・住民サービス向上事業） 

(２) 業務内容 

別紙「西原町公式LINE機能拡張システム導入・運用支援業務仕様書」（以下、「仕

様書」という。）によるものとする。ただし、契約時における仕様書は、契約候補者

として選定された事業者の企画提案内容により、一部を変更する場合もある。 

(３) 履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

・構 築 期 間 ：契約締結日から令和８年９月３０日まで 

（令和８年１０月１日運用開始予定） 

・システム利用及び運用保守期間：運用開始日から令和９年３月３１日まで 

※本業務は単年度契約であり、令和８年度内に構築及び運用保守を完了させるものと

する。 

※システム構築や運用開始日の詳細なスケジュールについては、委託業者の提案に基

づき、西原町と協議の上で決定するものとする。 

(４) 提案上限額 

２，１３４，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

※この金額は、初期構築費用、並びに本稼働後のシステム利用料及び運用保守費用を

含むものとする。 

     

３．参加資格 

本プロポーザルに参加できる事業者は、当該業務の公告日において、次に掲げる条件 

を満たすものであること。 

(１) 過去２年以内に西原町と同規模以上（人口３万５千人以上）の人口を有する自治体に 

「LINE機能拡張システム」および「生成AI（LLM）を活用したAIチャットボットシス

テム」を連携・構築・導入した実績があること。 

(２) 本業務の受託者は、情報セキュリティの安全性を担保するため、以下の全ての認証 

等を取得又は登録されていること。 

① ISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）登録済みのクラウド

サービス（AWS、Azure、Google Cloud 等）を基盤として利用し、政府情報シス
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テムに準ずるセキュリティ水準を有すること。 

② ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を取得していること。 

③ Pマーク（プライバシーマーク）を取得していること。 

④ ISMSクラウドセキュリティ認証を取得していること。 

(３) 西原町から入札における指名停止措置を受けていないこと。 

(４) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し 

ていないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続きの開始の申立又は民事再 

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立がなされていない

こと｡ 

(６)  銀行取引停止処分を受けていないこと。 

(７)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２ 

号に規定する暴力団又は第２条第６号に規定する暴力団員が経営に関与していないこ

と。 

(８)  代表者及び役員に破産者又は拘禁刑以上の刑に処せられている者がいる法人等でないこ  

 と。 

(９)  国税及び地方税の滞納がないこと。 

 

４．質問及び回答 

(１)  質問 

① 質問期限 

公告日から令和８年４月２３日（木）午後５時まで 

② 質問方法 

質問書（様式③）により行うものとし、持参、郵送（必着）、電子メールのいずれかの

方法とする。なお、文書には貴社の担当窓口の部署、担当者氏名、電話番号、電子メー

ルアドレスを併記すること。 

(２) 回答 

①  回答期限 

令和８年４月２４日（金）まで 

② 回答方法 

当町ホームページの本業務ページにて、質問者名を伏せて公表する。 

電話や口頭による照会には対応しない。 

 

地方自治法施行令 （一般競争入札の参加者の資格） 第百六十七条の四 

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札 に次の

各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）

第三十二条第一項各号に掲げる者 
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５．スケジュール 

 

６．参加意向申出書等の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書等の関係書類を提出すること。

なお、期限までに関係書類を提出しない者、又は参加資格の要件に該当しないと認めら

れた者は、本プロポーザルに参加することができない。 

(１) 提出書類 

① プロポーザル参加意向申出書（様式第１号） 

② 会社概要（様式①） 

国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類（納税証明書等）を添付するこ

と。 

③ 業務実績調書（様式②） 

令和６年４月１日以降に西原町と同規模以上（人口３万５千人以上）の人口を有す

る自治体に LINE拡張システムと生成 AI（LLM）を連携・導入した実績のうち１件

を記載すること。なお、類似業務を証明するものとして、契約書の写しを添付する

こと。 

④ 執行体制一覧（任意様式） 

(２) 提出期限 

 令和８年５月１日（金）午後５時まで（必着） 

(３) 提出方法 

 持参又は郵送（必着） 

(４) 提出 

 各１部 

(５) 提出先 

本要領「１０．問い合わせ・書類等提出先」を参考にすること。 

 

内 容 日 時 

公募開始 令和８年４月１６日（木） 

質問書の提出期限 令和８年４月２３日（木）午後５時まで 

質問書に対する回答（HPへ掲載予定） 令和８年４月２４日（金） 

参加意向申出書等の提出期限 令和８年５月１日（金）午後５時まで 

第１次審査（書類審査） 令和８年５月７日（木） 

参加資格確認結果通知 令和８年５月８日（金） 

提案書の提出期限 令和８年５月１５日（金）午後５時まで 

第２次審査（プレゼンテーション等） 令和８年５月２７日（水） 

審査結果通知 令和８年５月２８日（木） 

契約締結 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 （ 月 ）予定 
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(６) 参加資格確認結果通知 

 令和８年５月８日（金） 

参加申込者の資格確認を行い、参加資格の有無に関わらず、結果を全申込者に書面

により通知する。 

なお、参加申込者が４社以上の場合は書類審査を実施し、３社を選定する。その場

合、審査結果についても併せて通知するものとし、参加資格を有する者（書類審査を実

施した場合はその合格者）に対し、提案書等の提出を依頼する。 

 

７．提案書の提出 

審査により参加資格を満たすと認められた参加者は、次に定めるところにより企画提案

に係る書類を提出するものとする。 

(１) 提出書類 

① 提案書かがみ文（様式第４号） 

② 提案書（任意様式：Ａ４用紙横とする。） 

下記の項目について図や画面イメージなどを用いてわかりやすく簡潔に記載するこ

と。 

ア．画面デザイン 

●リッチメニューのデザイン案、利用者側の操作画面 

イ．機能（利用者・管理者）の概要や特徴 

●FAQ・AIチャットボット機能 ●セグメント配信機能 ●カレンダー予約機能

●アンケート機能 ●防災機能 ●メール連携機能 ●通報機能 

●スポット（施設）案内機能 ●管理機能 

ウ．実施体制、導入・運用の概要や特徴 

●実施体制 ●導入スケジュール ●導入支援、動作検証 

●運用保守及び運用に関するサポート 

エ．セキュリティ対策の概要や特徴 

●情報漏えい等を防止するためのセキュリティ対策やサーバの保管等 

●障害発生時の対応 

オ．追加提案 

仕様書に定めのない事項で、西原町に適すると思われる機能や提案などがあれ

ば、委託料の範囲内で実施可能か別途費用が必要かも含め、記載すること。 

③ 見積書（任意様式） 

見積書には、初期構築費用及び月額システム利用費（サポート料含む）の総額を

記載することとし、見積内訳書（任意様式）を添付すること。なお、見積額は消費

税等を含めた金額を記載すること。 

(２) 提出期限 

令和８年５月１５日（金）午後５時まで（必着） 

(３) 提出方法 

持参又は郵送（必着） 

(４) 提出先 

本要領「１０．問い合わせ・書類等提出先」を参考にすること。 

(５) 提出部数 

提案書かがみ文及び見積書１部、提案書１１部 
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(６) その他 

① 提案書一式の提出後において、記載された内容の追加及び変更は認めない。 

② 提案書一式の提出が期限に間に合わなかった場合、失格とする。 

 

８．選定方法及び評価基準 

選定方法については、書類審査・プレゼンテーション・質疑応答により選定委員会に

よる審査を行う。 

全ての審査の終了後、評価基準に基づき選定委員会が採点した合計得点を集計し、最

高得点者を契約候補者として選定する。ただし、最高点を得た者が複数となった場合、

その中の見積額の一番低い者を契約候補者とする。それでも複数となる場合は、くじ引

きにより決定するものとする。 

(１) 評価基準及び配点 

具体的な評価基準と配点は、別紙「評価基準」による。 

(２) 審査実施日時及び場所 

日時：令和８年５月２７日（水）  場所：西原町役場 ３階 全員協議会室 

※日時、場所ともに変更の可能性有、詳細な時間・場所については後日別途連絡す

る。 

(３) 実施方法 

① 書類審査 

提出書類に基づき審査を行い、その合格者のみが次項のプレゼンテーション及び

質疑応答による審査に進むものとする。なお、審査結果については参加資格確認結

果の通知に併せて全申込者に通知する。 

② プレゼンテーション及び質疑応答 

ア．１社あたりの持ち時間は４０分（プレゼンテーション３０分、質疑応答１０分）と

する。 

※プレゼンテーション開始前の準備時間を１０分程度設ける。 

イ．プレゼンテーションの順番は、当町による厳正な抽選のうえ決定する。 

ウ．提出された提案書にて説明を行うものとし、追加資料の配付は認めない。 

エ．プレゼンテーションの時間内に管理画面の操作デモを行うこと。なお、その 

場合に必要な機材（PC等）及びインターネット接続環境（モバイルルーター

等）については提案者が用意すること。 

※ディスプレイ及びHDMIケーブルは当町で用意する。 

オ．出席者は１社あたり３名までとし、業務担当者は必ず参加すること。なお、出席

者は現地にて参加するものとし、Webによる参加は認めない。 

カ．受付時間までに受付を行わない場合は、参加を辞退したものとみなす。 

(４) 審査過程及び結果等について 

審査の過程及び結果は非公開とする。又、審査内容についての質問・異議申し立て

については一切受け付けない。 

(５) 参加者の欠格事由 

参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 提出書類に虚偽の記載があった場合 

② 本実施要領に違反があった場合 

③  公正に欠いた行為があったとして選定委員会が認めた場合 
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④ 公告日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

⑤  その他、選定委員会が不適当と認めた場合 

(６) 選定結果の通知・公表 

選定結果は、提案者に書面により通知する。 

(７) 契約内容の調整 

契約候補者との協議により、業務内容等について調整を行い、仕様を確定させる。 

(８) 契約の締結 

委託業務に係る仕様を確定させた上で、契約候補者と契約を締結する。 

(９) 委託事業費 

  本業務の遂行に必要な経費で、当町予算の範囲内の額とする。 

(１０) 業務の再委託 

業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務を効

率的に行う上で必要と思われる業務については、町と協議の上業務の一部を委託する

ことができるものとする。 

(１１) その他 

① 本プロポーザルに係る費用は、すべて提案者の負担とする。 

② 提案者が１社であっても本プロポーザルを実施し、審査の結果、業務を適切に実施

できると判断された場合には、当該提案者を契約の相手方として選定する。 

③ 提出された書類等は、西原町情報公開条例に基づき、公開することがある。 

④ 書類提出後に辞退する場合は、辞退届（様式④）を提出すること。 

⑤ 提出された書類は、受託者の選定に必要な範囲において複製することがある。 

⑥ 提出された書類は、参加者に無断で本プロポーザルの目的以外に使用しない。 

⑦ 提出された書類は、返却しない。 

⑧ 本事項に定めのない事項ならびに疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 

９．資料の配布 

  西原町ホームページからダウンロードのうえ確認すること。 

  ※印刷物での資料配布は行わない。 

(1) 令和８年度西原町公式LINE機能拡張システム導入・運用支援業務に係る公募型プロポ

ーザル実施要領（本書） 

(2) 令和8年度西原町公式LINE機能拡張システム導入・運用支援業務仕様書（別紙１） 

(3) プロポーザル参加意向申出書（様式第１号） 

(4) 会社概要（様式①） 

(5) 業務実績調書（様式②） 

(6) 提案書かがみ文（様式第４号） 

(7) 質問書（様式③） 

(8) 辞退届（様式④） 

 

１０．問い合わせ・書類等提出先 

〒９０３-０２２０ 沖縄県中頭郡西原町字与那城１４０番地の１ 

西原町役場 総務課  広報係 

電話番号：０９８-９４５-５０１１（内線：３２０５） 

Ｅメール：kouhou@town.nishihara.okinawa.jp 

mailto:kouhou@town.nishihara.okinawa.jp
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別紙 

 

西原町公式LINE機能拡張システム導入・運用支援業務委託に係る公募型プロポーザル評価基準 

 

           社 

 

① システム概要 

評価基準 配点 

利用者が使いやすく便利な機能になっているか。  

管理画面が職員でも簡単に利用できるように直感的に操作できるか。  

Ａ：優れている １０ 

Ｂ：やや優れている ８ 

Ｃ：標準 ６ 

Ｄ：やや劣る ４ 

Ｅ：劣る １ 

 

② 画面デザイン 

評価基準 配点 

文字や画像、アイコン等は誰が見ても分かりやすく表示されている  

か。  

Ａ：優れている ５ 

Ｂ：やや優れている ４ 

Ｃ：標準 ３ 

Ｄ：やや劣る ２ 

Ｅ：劣る １ 

 

③ AIチャットボット 

評価基準 配点 

正答率向上に寄与する機能や工夫はあるか。  

  利用ログのデータや統計等、システムの運用状況は容易に把握できるか。  

Ａ：優れている ５ 

Ｂ：やや優れている ４ 

Ｃ：標準 ３ 

Ｄ：やや劣る ２ 

Ｅ：劣る １ 
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④ 実施・運用サポート体制 

評価基準 配点 

構築から運用開始及び運用開始後の各段階において、サポート体制が 

充実しているか。 

 

Ａ：優れている １０ 

Ｂ：やや優れている ８ 

Ｃ：標準 ６ 

Ｄ：やや劣る ４ 

Ｅ：劣る １ 

 

⑤ セキュリティ対策 

評価基準 配点 

障害対策、データ保護の考えは明確で情報漏えいを防止するための  

対策が十分に確保されているか。  

障害発生時の対応が適切かつ明瞭に示されているか。  

Ａ：優れている ５ 

Ｂ：やや優れている ４ 

Ｃ：標準 ３ 

Ｄ：やや劣る ２ 

Ｅ：劣る １ 

 

⑥ 独自提案 

評価基準 配点 

仕様書に示された事項以外に、当町にとって有効な独自提案が示され  

ているか。  

将来的な発展性を見込んだ提案が成されているか。  

Ａ：優れている ５ 

Ｂ：やや優れている ４ 

Ｃ：標準 ３ 

Ｄ：やや劣る ２ 

Ｅ：該当なし ０ 
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【評価点集計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※提案者が１者の場合であっても、審査員の平均点数の基準（２４点）を超えない限り、契約候

補者として選定しない。 
 

評価基準 配点 

① システム概要 ／ １０ 

② 画面デザイン ／ ５  

③ AIチャットボット ／ ５  

④ 実施・運用サポート体制 ／ １０ 

⑤ セキュリティ対策 ／ ５  

⑥ 独自提案 ／ ５  

合 計 ／ ４０ 


